
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模多機能型居宅介護 

重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業者：小規模多機能ホーム プレゼンス野庭  

 



1. 事業所の目的及び運営方針 

（1） 事業目的 

要支援状態又は要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅に

おいて自立した日常生活を営むことができるよう、その居宅又は当該事業所において、

入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等の本サービスを提

供することを目的とします。 

（2） 用語の定義 

本重要事項説明書において「本サービス」とは、介護保険法に基づき提供される指定小

規模多機能型居宅介護および指定介護予防小規模多機能型居宅介護を総称したものをい

います。 

（3） 運営方針 

利用者の心身の状況や家庭環境を踏まえ、要支援又は要介護となった場合において

も、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことが

できるよう、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、事業所への通いを中心とし

て、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供す

ることにより、利用者の居宅における生活の継続を支援します。 

利用者の要支援状態又は要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標

を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支

援センター、老人介護支援センター、居宅サービス事業者、他の地域密着型サービス

事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動

によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図

り、総合的な本サービスの提供に努めます。また、自ら提供する本サービスの質の評

価を行い、その結果を公表するとともに、常に改善を図ります。 

 

2. 事業の概要 

（１） 事業所名 ： 小規模多機能ホームプレゼンス野庭 

（２） 住  所 ： 神奈川県横浜市港南区野庭町６７５－２０ 

（３） 電話番号 ： 045-374-6528 

（４） 事業所番号： 1493100752 

（５） 開設年月日： 令和 6 年 6 月 1 日 

（６） 営 業 日 ： 365 日（うるう年を含む） 

（７） 営業時間 ： 訪問サービス 24 時間 

       通いサービス 9 時 30 分～16 時 30 分 

       宿泊サービス 16 時 30 分～9 時 30 分 

（８） 定  員 ： 登録者数 ： 29 名 

           利用定員数： 通いサービス 15 名 

                  宿泊サービス  5 名 

                  訪問サービス 登録定員内 



※当事業所は、原則として利用申込みに応じますが、登録いただいている場合であっても、

利用定員を超過する場合には、通いサービス又は宿泊サービスの提供ができない日がありま

す。あらかじめご了承ください。 

（９） 利用条件 

・在宅で生活されている方（退院予定の方も含む） 

・介護保険で要支援 1～要支援 2、要介護 1～要介護 5 の認定を受けられている方。 

・横浜市在住（下記住所地の方） 

 横浜市港南区、栄区、磯子区、戸塚区 

※上記以外の地区は相談に応じます。 

 

（１０） 施設概要 

 数 

宿泊室（個室） 3 室 

宿泊室（可動式フリー室） 2 室 

合計 5 室 

キッチン 1 箇所 

洗濯室 1 箇所 

脱衣室・浴室 1 箇所 

スタッフルーム（事務所） 1 箇所 

トイレ 2 箇所 

防火設備 誘導灯・消火器・自動火災報知機 

スプリンクラー 

（１１） 職員の職種、員数、勤務体制及び職務内容 

1．職種及び員数 

本事業所における職員の職種及び員数は、次のとおりとする。 

管理者      1 名（常勤） 

介護支援専門員  1 名 

介護職員     13 名以上 

看護師      2 名 

※員数は指定基準を満たす配置とする。 

2．職務内容 

（1）管理者 

事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令及び本規程を遵

守させるため必要な指揮命令を行う。また、事業運営全体の統括責任を負う。 

（2）介護支援専門員 

小規模多機能型居宅介護計画等の作成及び変更、モニタリングの実施、市町村

への必要な届出及び給付管理業務等を行う。 

（3）介護職員 



小規模多機能型居宅介護計画等に基づき、通い・訪問・宿泊サービスにおける

介護業務及び必要な記録業務を行う。 

（4）看護師 

登録者の健康管理、医療的ケア、主治医及び関係機関との連携等を行う。 

3．勤務体制 

利用者の状況及びサービス内容に応じ、指定基準を遵守した人員配置を行う。 

夜間及び宿泊サービス実施時は、法令に定める基準を満たす体制を確保する。 

各職種がその専門性を発揮できるよう、適切な業務分担及び連携体制を整備す

る。 

（１２） 協力医療機関 

コンパス内科歯科クリニック藤沢湘南台 

住 所 ：神奈川県藤沢市湘南台 1 丁目 15-22 ガーデンパレス湘南台 102 

電話番号：0466-86-7871 

診療科目：内科・歯科 

 

医療法人 裕徳会 港南台病院 

住  所 神奈川県横浜市港南区港南台 2-7-41 

電  話 045-831-8181 

診療科目：内科 

 

3. 利用料金について 

（１） 本サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものと

する。当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者負担割合証に応じ

た基本利用料の 1 割、2 割又は 3 割の額を利用者負担金として徴収する。詳細は料金

表のとおりとする。 

（２） 介護保険給付対象外となる宿泊費、食費その他の実費負担額については、別紙「利用

料金表」のとおりとする。利用料金の詳細は、当該「利用料金表」に定めるところに

よる。 

（３） キャンセル料については、利用者の都合によりサービスを中止する場合であって、前

日午後 5 時以降に連絡があったときは、予定している宿泊料及び食事代（おやつ代を

除く）を徴収する。 

（４） 利用料金は、原則として 1 か月ごとにまとめて請求する。 

（５） 支払方法は原則として口座振替とし、振替日はリコーリース株式会社の年間振替日程

表による。指定口座は次のとおりとする。 

・金融機関名：湘南信用金庫 杉田支店 

・口座種別 ：普通口座 

・口座番号 ：4170944 

・口座名義 ：株式会社 PRESENCE 代表取締役 三戸 究允 



4. 苦情の受付について 

事業所は、提供されたサービスに関する苦情の申立て又は相談があった場合には、速やかに

対応します。当事業所が提供する本サービスについての相談・苦情などの窓口 

 小規模多機能ホームプレゼンス野庭 

 管理責任者 ： 中山 海飛    電   話 ： 045-374-6528 

※ご不明な点がございましたら、相談窓口までお問い合わせください。 

※相談を受けた後、事業者は速やかに事実関係を調査しその結果並びに改善の有無並びに改

善の方法について、問い合わせ者または申立者に文書で報告します。 

※事業所は、疑問、問い合わせ又は苦情の申立てがなされたことを理由として、利用者に対

し、いかなる不利益又は差別的取扱いも行いません。 

※介護保険の苦情や相談に関しては他に下記の窓口があります。 

横浜市の相談窓口 横浜市      はまふくコール TEL 045-263-8084 

港南区の相談窓口 港南区役所    高齢者支援担当 TEL 045-847-8415 

栄区の相談窓口   栄区役所    高齢者支援担当 TEL 045-894-8547 

磯子区の相談窓口 磯子区役所    高齢者支援担当 TEL 045-750-2494 

戸塚区の相談窓口 戸塚区役所    高齢者支援担当 TEL 045-866-8452 

神奈川県国民健康保険団体連合会   介護苦情相談課 TEL 045-329-3447 

 

5. 運営推進会議の設置 

本サービスの提供にあたり、サービスの提供状況について定期的に報告するとともに、その

内容について評価・要望・助言を受け、サービスの質の確保を目的とし、下記の内容で「運

営推進会議」を設置しております。 

【運営推進会議】 

構 成：利用者、利用者家族、地域住民の代表、地域包括支援センター職員、近隣の介護保 

険サービス事業所職員等 

  開 催：概ね２か月に１度開催 

  会議録：運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 

      記録は事務所において閲覧できます。 

 

6. 提供するサービスの種別 

① 通い 

健康チェック、機能訓練、排泄介助、レクリエーション活動の支援等のサービスを提供

します。 

② 訪問 

ご自宅に伺い、日常生活のお世話、見守り、安否確認を行います。 

③ 宿泊 

宿泊していただき、食事、入浴、排泄介助等の日常生活上のお世話や訓練を提供しま

す。ご家族からの緊急的な依頼にも対応します。 



7. サービス内容及び本サービスの計画（介護予防を含む） 

計画の作成（介護予防を含む） 

※適切なアセスメントを行い、本人および代理人の意向を踏まえた計画を作成します。 

要介護認定者には「小規模多機能型居宅介護計画」を、要支援認定者には「介護予防小規模

多機能型居宅介護計画」を作成し、「通い」「訪問」「宿泊」を柔軟に組み合わせて生活の継

続を支援します。 

①食事 

 ・本人の希望、体調にあわせた提供を行います。 

②排泄 

 ・利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立に向けた援助を行い 

ます。 

③入浴 

 ・一人一人に合わせた入浴または清拭を行います。 

④生活相談 

 ・利用者及び代理人からの相談について、誠意をもって対応し、可能な限り必要な援助を 

行うよう努めます。 

⑤機能訓練 

 ・身体の状況に合わせながら、離床援助・屋外散歩同行・体操などにより生活機能の向上 

又は維持を図ります。   

  ⑥送迎サービス 

   ・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所の送迎サービスを行います。 

  ⑦金銭の管理 

   ・原則、金銭・貴重品のお持込みはご遠慮願います。 

  ⑧記録の保存 

   ・サービス提供に関する記録を作成することとし、これを契約終了後 5 年間保管しま 

す。 

 

8. サービスの第三者評価の実施状況について 

当事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っ 

ています。 

実施の有無 なし 

実施した直近の年月日 なし 

第三者評価機関名 なし 

評価結果の開示状況 なし 

 

 

 

 



9. 短期利用（空床利用）による本サービスの提供 

事業所は、利用者の心身の状態または家族等の事情により緊急に利用することが必要と認め

られ、かつ登録者への本サービスの提供に支障がない場合に限り、登録定員の範囲内で空い

ている宿泊室等を利用し、短期利用（空床利用）による本サービス（以下「短期利用」とい

う。）を提供します。 

①  短期利用は、登録者の宿泊サービス利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊

サービスの利用定員の範囲内となる場合において、空いている宿泊室を利用して行うも

のとします。 

②  短期利用の利用期間は、あらかじめ 7 日以内とします。ただし、利用者の日常生活上

の世話を行う家族等に疾病その他やむを得ない事情がある場合には、14 日以内とする

ことができます。 

③  短期利用の提供に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援事業所又は地域包括支

援センター等の担当者が作成するサービス計画の内容に沿って、事業所の介護支援専門

員が必要な計画を作成し、当該計画に基づきサービスを提供します。 

 

10. 施設利用にあたっての留意点 

① 衛生管理上、食べ物の持込みはお断りします。 

② ペットの持込みはお断りします。 

③ 全館禁煙とします。 

④ 医療行為は行いません。（ただし、看護職員が行う診療の補助行為を除く。） 

⑤ 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かりはお断りします。 

⑥ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受はお断りします。 

⑦ 利用者の同居家族に対する訪問サービスの提供はお断りします。 

⑧ 利用者の日常生活の範囲を超えた訪問サービス提供（大掃除、庭掃除など）はお断りし

ます。 

⑨ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。ただし、利用者又は第三者

の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除きます。 

 

11. 退居時の援助 

契約の終了により利用者が退所する際には、利用者及びその代理人の希望、利用者が退所後

に生活されることとなる環境を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。 

 

12. 秘密保持の厳守 

事業所及びすべての従業員は、サービス提供する上で知り得た利用者及びその代理人に関す

る秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は雇用契約終了後も同様と

いたします。 

 

 



13. 個人情報の保護 

① 事業所は自らが作成または取得し、保存している利用者等の個人情報について個人情報

の保護に関する法律、その他関連法規及び事業所の諸規定に則り、適正な取り扱いを行

います。 

② 事業所は法令規則により公的機関あて報告が義務付けられているもの及び緊急の場合の

医療機関等への利用者の心身等に関する情報提供、その他、利用者が「個人情報の使用

に係る同意書」にて予め同意しているもの以外に、利用者又は代理人の同意がなく、第

三者に個人情報の提供は行いません。 

③ 事業者で作成し、保存している利用者の個人情報、記録については、利用者及び代理人

はいつでも閲覧できます。また、実費にて複写することもできます。 

 

14. 身体拘束廃止に向けての取り組み 

① サービス提供にあたり、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するためやむ

を得ない場合を除き、身体拘束を行いません。 

② 緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合は、その事由を利用者及び代理人等に【緊急や

むを得ない身体拘束に関する説明書】をもって説明し、同意を得ます。 

 

15. 虐待の防止のための措置 

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じます。 

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

    虐待防止に関する責任者：管理者 中山 海飛 

 

16. 感染症対策 

① 事業所は、感染症または食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針を整備します。 

② 厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った

対応を行います。 

 

17. 介護事故発生の防止 

① 事業者は、事故が発生した場合の対応、次の規定する報告の方法が記載された事故発生

の防止のための指針を整備します。 

② 事業所は、事故が発生した時またはそれに至る危険性がある事態が生じた時に当該事実

が報告され、その分析を通じた改善策を従業員に周知徹底する体制を整備します。 

③ 事業所は、従業員に対して事故発生の防止のための研修を定期的に行います。 



18. 損害賠償保険 

事業者は、万が一の事故発生に備えて損害賠償保険に加入しています。 

損害賠償責任保険先：損害保険ジャパン株式会社／ビジネスマスター・プラス 

 

19. 緊急時の対処方法 

利用者の容態の変化等があった場合は「緊急連絡先別紙」に基づき、代理人へ連絡すると共

に、医師あるいは協力医療機関に連絡し、医師の指示に従います。 

 

20. 非常時災害時対策 

① 防災の対応：消防計画に基づき速やかに消火活動に努めるとともに、避難・誘導にあた

ります。 

② 防火設備：防火設備、非常放送設備等、必要設備を設けます。 

③ 防災訓練：消防法に基づき、消防計画等の防災計画を立て、職員及び利用者が参加する

消火通報、避難訓練を年間単位で実施します。 

④ 併設施設における非常災害対策を一本化して行います。 

 

21. サービス利用にあたっての留意事項 

① 入院中の各種対応については、原則として代理人にてお願いいたします。 

② サービス利用の際には、介護保険者証を提示してください。 

③ 事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。破損等が生じた場合に

は、ご利用者の自己負担にてお支払いいただく場合があります。 

④ サービス提供前に健康チェックを行い、結果によっては入浴等を中止していただく場合

があります。 

⑤ 利用日当日に欠席する場合には前日の午後５時までに事業所に連絡していただくこと。 

⑥ サービス提供上、他の利用者の方に迷惑となる行為等が見られた場合、利用の中止をし

ていただくことがあります。 

⑦ サービス利用中に気分が悪くなった場合は、すぐに職員にお申し出ください。 

⑧ 病気の際は、サービスの提供をお断りすることがあります。 

当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合、サービス内容の変更又はサービスを中止

することがあります。 

⑨ 定員数分の予約が入っている日には、ご利用できない場合がありますのであらかじめご

了承ください。 

⑩ サービス利用に関係のない物の持ち込みはご遠慮ください。（特に金品類） 

⑪ 下記の行為は、ハラスメントに該当する可能性があり、サービスを中止させていただく

ことがありますので、あらかじめご理解のほどお願い申し上げます。 

１， 暴力又は乱暴な言動、無理な要求 

・物を投げつける。 

・刃物を向ける、服を引きちぎる、手を払いのける 



・怒鳴る、奇声、大声を発する 

・対象範囲外のサービスの強要 

２， ハラスメント 

・介護従事者の体を触る、手を握る 

・腕を引っ張り抱きしめる 

・ヌード写真を見せる 

・性的な話し卑猥な言動をする など 

３， その他 

・介護従事者の自宅の住所や電話番号を聞く 

・ストーカー行為など 

 

22. その他運営に関する重要事項 

職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整

備する。 

(1) 採用時研修 採用後 3か月以内 

(2) 継続研修 年 4回 

 

23. 当法人の概要 

【事業者】神奈川県横浜市金沢区六浦南 4-16-27 

     株式会社 PRESENCE 

     代表取締役 三戸 究允 

     設 立 日：平成２６年３月３日 

     本社電話：045-370-9945 

【事業所】神奈川県横浜市港南区野庭町 675-20 

     小規模多機能ホームプレゼンス野庭 

     指定番号：1493100752 

     電話番号：045-374-6528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


